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まえがき

　電気は、その利用にあたり簡便である反面、取り扱い方によっては感電、漏電により、生命及び財産

に危害を加える危険なエネルギーでもあります。

　このため、「電気設備の技術基準」を遵守することが、義務づけられていますが、多岐に渡るために

解読することが困難です。

　そこで、機構内で共通的に見受けられるケースについて、一般化した簡便な手引き書を作成すること

が、安全委員会電気専門部会で提案され、このたび完成しました。

　電気設備を使用するにあたり、感電漏電による災害の防止及び工事、維持、運用に役立てて頂ければ

幸いです。

　なお、疑問の点は、各研究所及び各研究施設の安全委員会電気専門部会委員又は、装置責任者にご連

絡下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安全委員会電気専門部会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電気主任技術者　監理技術者
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実　務　編
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実験盤の正しい使い方

実験盤

ケーブル支持は
　　　　必ず行うこと

ケーブルにも行先表示をすること

３本以上接続してはいけない

圧着端子を使用すること

ブロック端子

必ず記入すること

各研究系の使用責任者です

設備課で管理しています

施 設 部
監理責任者
監 理 番 号

TB－０００１

この実験盤を使用する者
は、実験盤取扱責任者の
許可を受けること。
　　  実験盤取扱責任者

（正）

（副）

実験研究用電気装置責任者

行 先 表 示
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遮断器の容量と電線サイズの関係

１ ２ ３ ３ ３

３ ３ ３ ３

電気室より
実験盤

子実験盤

幹線

遮断器の容量が大きいものに、小容量の負荷を接続する

場合は、子実験盤を設置して使用する。

１

２

３

例： ＝  50Ａ遮断器～CE/F  8 口以上の電線が必要

＝100Ａ　〃　～  〃   22 口以上　　〃

＝  20Ａ　〃　～  〃     2 口以上　　〃

電線
サイズ（mm2）

許容電流（Ａ）

CE/F－３芯 CET/F

－

－

－

－

86

110

155

210

290

380

465

535

635

23

33

44

54

76

100

140

190

260

340

410

470

555

2

8

14

22

38

60

100

150

200

250

325

3.5

5.5

（詳細は20～21ページ参照）
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ケーブルの種類

名　　　称 構　　造　　等 用　　途　　等

（ポリエチレン絶縁
耐燃性ポリエチレンシース
ケーブル）

（架橋ポリエチレン絶縁
耐燃性ポリエチレンシース
ケーブル）

「600ボルトCE/Fケーブル」

平型は「EEF/Fケーブル」

丸型は「EE/Fケーブル」

平型は3.2mm φないし8mm2以下の細物
に限定されている。

（平形２心）

（平形３心）

（丸形３心）

耐燃性ポリエチレンの外装

耐燃性ポリエチレンの外装

耐燃性ポリエチレンの外装

耐燃性ポリエチレンの外装

ポリエチレンの被覆

ポリエチレンの被覆

架橋ポリエチレンの被覆

布テープ介在（ジュート）

介在

押えテープ

　一般の屋内、屋外（ちょ
う架）配線等に使用される。

上記のほか大電力配線等に
使用される

 最高許容湿度　75℃
（VVケーブルは60℃）

 最高許容湿度　90℃

　線心色分け
２芯　黒、白
３芯　黒、白、赤
４芯　黒、白、赤、緑

　線心色分け
１芯　黒
２芯　黒、白
３芯　黒、白、赤

遮断器の容量と電線サイズの関係

１ ２ ３ ３ ３

３ ３ ３ ３

電気室より
実験盤

子実験盤

幹線

遮断器の容量が大きいものに、小容量の負荷を接続する

場合は、子実験盤を設置して使用する。

１

２

３

例： ＝  50Ａ遮断器～CE/F  8 口以上の電線が必要

＝100Ａ　〃　～  〃   22 口以上　　〃

＝  20Ａ　〃　～  〃     2 口以上　　〃

電線
サイズ（mm2）

許容電流（Ａ）

CE/F－３芯 CET/F

－

－

－

－

86

110

155

210

290

380

465

535

635

23

33

44

54

76

100

140

190

260

340

410

470

555

2

8

14

22

38

60

100

150

200

250

325

3.5

5.5

（詳細は20～21ページ参照）
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法　令　編
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１． 総 説 
電気工作物の定義 

 

電気工作物の種類 
 電気事業法第３８条第１項、３項、第４項に電気工作物の種類が規定されている。 
  イ．一般用電気工作物：一般家庭等（小出力発電設備を含む） 
  ロ．事業用電気工作物：一般電気工作物以外の電気工作物 
    ロ－１．電気事業の用に供する電気工作物：東京電力（株）等 

ロ－２．自家用電気工作物：電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物 
    本機構は自家用電気工作物に該当する。 
 
 
電気事業法第４２条、第３項に自家用電気工作物の規制等が規定されている。 
　（保安規程） 
第４２条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を
確保するため、経済産業省令で定めるところにより、 保安を一体的に確保することが必要な事業

２ 

３ 略 
４ 事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。 
 
第４３条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の  

させるため、経済産業省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者
技術者を選任しなければならない。 

２，３，４，５略 

監督を
のうちから、主任

 電気事業法第２条第１４項に電気工作物の定義が規定されており、電気事業法の適用を受ける電気工作 
物の範囲が定められている。

・発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電
線路その他の工作物をいう。 

但し、このうち船舶、車両、航空機等に設置されているものについては、それぞれが独立していて、他
と電気的に接続されていないものが多く、また他の法律によって規制を受けているため、電気事業法から
除外されている。  

用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用の開始前
に、経済産業大臣に届けなければならない。
事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく変更した事項を経済
産業大臣に届けなければならない。 
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6,600 66,000
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（第３条関係）電気保安組織表別表第１

主任技術者

（代務者）

電気管理係

（統括管理者） （施設管理者） 電気第一係

施設部長 設備課長 課長補佐 電気第二係

（電気担当） 電気第三係

課長補佐

（機械担当）

管理局（施設部を除く ）。

（施設管理者）

（統括管理者） 物理第一研究系研究主幹 （装置責任者）

素粒子原子核研究所長 物理第二研究系研究主幹 （装置責任者）

物理第三研究系研究主幹 （装置責任者）

物理第四研究系研究主幹 （装置責任者）

機構長 理論研究系研究主幹 （装置責任者）

（施設管理者）

（統括管理者） 放射光科学第一研究系研究主幹 （装置責任者）

物質構造科学研究所長 放射光科学第二研究系研究主幹 （装置責任者）

放射光源研究系研究主幹 （装置責任者）

中性子科学研究系研究主幹 （装置責任者）

ミュオン科学研究系研究主幹 （装置責任者）

（施設管理者）

（統括管理者） 加速器第一研究系研究主幹 （装置責任者）

加速器研究施設長 加速器第二研究系研究主幹 （装置責任者）

加速器第三研究系研究主幹 （装置責任者）

加速器第四研究系研究主幹 （装置責任者）

（施設管理者）

（統括管理者） 放射線科学センター長 （装置責任者）

共通基盤研究施設長 計算科学センター長 （装置責任者）

超伝導低温工学センター長 （装置責任者）

機械工学センター長 （装置責任者）

（統括管理者） （施設管理者）

大強度陽子加速器計画推進部長 実験企画調査部門教授 （装置責任者）

監理技術者

実線：指揮命令系統（管理系統）を示す。

点線：連絡系統を示す。
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監

（第３条関係）電気保安組織表別表第１

主任技術者

（代務者）

電気管理係

（統括管理者） （施設管理者） 電気第一係

施設部長 設備課長 課長補佐 電気第二係

（電気担当） 電気第三係

課長補佐

（機械担当）

管理局（施設部を除く ）。

（施設管理者）

（統括管理者） 物理第一研究系研究主幹 （装置責任者）

素粒子原子核研究所長 物理第二研究系研究主幹 （装置責任者）

物理第三研究系研究主幹 （装置責任者）

物理第四研究系研究主幹 （装置責任者）

機構長 理論研究系研究主幹 （装置責任者）

（施設管理者）

（統括管理者） 放射光科学第一研究系研究主幹 （装置責任者）

物質構造科学研究所長 放射光科学第二研究系研究主幹 （装置責任者）

放射光源研究系研究主幹 （装置責任者）

中性子科学研究系研究主幹 （装置責任者）

ミュオン科学研究系研究主幹 （装置責任者）

（施設管理者）

（統括管理者） 加速器第一研究系研究主幹 （装置責任者）

加速器研究施設長 加速器第二研究系研究主幹 （装置責任者）

加速器第三研究系研究主幹 （装置責任者）

加速器第四研究系研究主幹 （装置責任者）

（施設管理者）

（統括管理者） 放射線科学センター長 （装置責任者）

共通基盤研究施設長 計算科学センター長 （装置責任者）

超伝導低温工学センター長 （装置責任者）

機械工学センター長 （装置責任者）

（統括管理者） （施設管理者）

大強度陽子加速器計画推進部長 実験企画調査部門教授 （装置責任者）

監理技術者

実線：指揮命令系統（管理系統）を示す。

点線：連絡系統を示す。
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（５）性能試験の種類及び判定値 

細目 
試験項目  試験の種類 試 験 の 方 法

 試 験 
個 数 

 
絶縁抵抗  
 
 

耐電圧
 

 

 

総合動作
 

 

 
 
 
 
 
 

性 能 試 験
 

 
 

 
 
 
 全  
 
 
 
 
 
 
 
 
 数  
 
 
 

      （注）電気機器の温度上昇限度はＪＩＳＣ４６２０に種類毎に規定されている  

 
 

（5）-1 絶縁抵抗試験の絶縁抵抗値  

測定箇所 絶縁抵抗値 

一次（高圧側）と２次（低圧側）間  

１次（高圧側）と大地間  
３０ MΩ以上

２次（低圧側）と大地間  

制御回路一括と大地間  

５MΩ以上
機器が接続された状態では１MΩ以上  

 
      （5）-2 耐電圧試験の印加電圧と印加時間  

電圧印加箇所  印加電圧  印加時間  

高圧充電部相互間及び大地間  交流 10, 350V 
直流 20, 700V 

100V 以上の回路 交流 1,000V 

１０分間

150V を越える回路 交流 1,500V 
低圧回路と大
地間  

300V を越える回路 交流 2,00V 

１分間

 
 

高圧回路においては1,000V、低圧回路においては500V
絶縁抵抗計で測定し、（5）-1絶縁抵抗試験の絶縁抵抗値
の表に示す値とする。 

定電圧印加法により商用周波耐電圧試験を行い、（5）-2
耐電圧試験の印加電圧と印加時間の表に示す印加電圧
の絶縁性能 

製造者の社内規格による試験方法により、承諾を受け
たシーケンス図に従って動作を確認する。 

定格電流を連続通電して温度が一定となった後、各部
の温度を測定し、その温度上昇限度及び最高許容温度
以下であること。 

温度上昇（設計図
書に特記された場
合に限る）
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（５）性能試験の種類及び判定値 

細目 
試験項目  試験の種類 試 験 の 方 法

 試 験 
個 数 

 
絶縁抵抗  
 
 

耐電圧
 

 

 

総合動作
 

 

 
 
 
 
 
 

性 能 試 験
 

 
 

 
 
 
 全  
 
 
 
 
 
 
 
 
 数  
 
 
 

      （注）電気機器の温度上昇限度はＪＩＳＣ４６２０に種類毎に規定されている  

 
 

（5）-1 絶縁抵抗試験の絶縁抵抗値  

測定箇所 絶縁抵抗値 

一次（高圧側）と２次（低圧側）間  

１次（高圧側）と大地間  
３０ MΩ以上

２次（低圧側）と大地間  

制御回路一括と大地間  

５MΩ以上
機器が接続された状態では１MΩ以上  

 
      （5）-2 耐電圧試験の印加電圧と印加時間  

電圧印加箇所  印加電圧  印加時間  

高圧充電部相互間及び大地間  交流 10, 350V 
直流 20, 700V 

100V 以上の回路 交流 1,000V 

１０分間

150V を越える回路 交流 1,500V 
低圧回路と大
地間  

300V を越える回路 交流 2,000V 

１分間

 
 

高圧回路においては1,000V、低圧回路においては500V
絶縁抵抗計で測定し、（5）-1絶縁抵抗試験の絶縁抵抗値
の表に示す値とする。 

定電圧印加法により商用周波耐電圧試験を行い、（5）-2
耐電圧試験の印加電圧と印加時間の表に示す印加電圧
の絶縁性能 

製造者の社内規格による試験方法により、承諾を受け
たシーケンス図に従って動作を確認する。 

定格電流を連続通電して温度が一定となった後、各部
の温度を測定し、その温度上昇限度及び最高許容温度
以下であること。 

温度上昇（設計図
書に特記された場
合に限る）

（６）電気設備運用時の絶縁抵抗値 

 電気設備機器運用時の絶縁抵抗試験の規定値は、（6）-1絶縁抵抗器の試験電圧と規定値の表による。

 

（6）-1 絶縁抵抗測定器の試験電圧と規定値  

使用電圧（V）  試験電圧（V）  規定値（MΩ）  

６６,０００ ５,０００ １,０００

２２,０００ ５,０００     ５００

６,６００ ５,０００    ３０

   ４００ ５００     ０.４

   ２００ ２５０     ０.２

   １００ １２５     ０.１

    ４８    ５０     ０.１

    ２４    ２５     ０.１
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（３）電線・ケーブル等の規格

　　電線・ケーブル等は、必ず下記の認定表示のある製品を使用してください。

認 定 表 示 規 格 名 称 適 　 用 　 品 表示方法

電気一般、認定及び試験用機

械器具、材料、電線、ケーブ

ル、及び電路用品、電気機械

器具、通信機器、電子機器、

及び部品、情報処理、真空管、

電球、照明器具、配線器具、

電池、電気応用機械器具

電線、電気温床線、電線管類

及び付属品並びにケーブル、

配線用スイッチボックス、ヒュー

ズ、配線器具、電流制限器、

小形単相変圧器、電圧調整器、

放電灯用安定器、小形交流電

動機、電熱器具、交流電気機

械器具

電動力応用機械器具、光源及

び光源応用機械器具、電子応

用機械器具、交流用電気機械

器具

蓄電池内蔵器具、電源別置式

器具、バッティリィーユニッ

トなど

電　線（表記例）

　トウロクニンテイキカンＪＣＴ

　　　　　　　　　　ニンテイ

ＪＩＳ

（日本工業規格）

電気用品安全法

（特定電気用品）

電気用品安全法

（特定電気用品以

外の電気用品）

建築基準法

（自主評定委員会）

消　防　法

（登録認定機関）

第三者認証表示

ＪＩＬ適合マーク

社団法人電線総合

技術センターの例

容易に消え

ない方法

張り付け

適切な箇所

に連続表示

〃

〃

等
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（
４

）
所

轄
官

庁
が

法
令

に
基

づ
い

て
行

う
検

査
に

立
ち

会
う

こ
と

。
 

（
５

）
法

令
に

基
づ

い
て

所
轄

官
庁

に
提

出
す

る
書

類
を

審
査

し
、

確
認

す
る

こ
と

。
 

（
６

）
電

気
工

作
物

に
係

る
事

故
の

原
因

調
査

及
び

報
告

書
の

作
成

に
参

画
す

る
こ

と
。

 

（
７

）
保

安
上

必
要

と
認

め
た

場
合

は
、
保

安
に

係
る

施
設

、
書

類
及

び
そ

の
他

必
要

な
物

件
を

検
査

す

る
こ

と
。

 

（
８

）
そ

の
他

必
要

と
認

め
た

電
気

工
作

物
の

管
理

に
係

る
保

安
を

指
導

す
る

こ
と

。
 

 （
監

理
技

術
者

の
選

任
）

 

第
７

条
 

機
構

長
は

、
監

理
技

術
者

を
機

構
の

教
員

の
う

ち
か

ら
選

任
す

る
。

 

 （
監

理
技

術
者

の
職

務
）

 

第
８

条
 

監
理

技
術

者
は

、
機

構
長

を
補

佐
し

、
主

任
技

術
者

の
職

務
に

準
じ

、
別

に
定

め
る

実
験

研
究

用
電

気
装

置
の

管
理

に
係

る
保

安
の

監
督

及
び

業
務

を
行

う
。

 

 （
統

括
管

理
者

）
 

第
９

条
 

統
括

管
理

者
は

、
素

粒
子

原
子

核
研

究
所

及
び

物
質

構
造

科
学

研
究

所
（

以
下
「

研
究

所
」
と

い
う

。
）
の

長
、
加

速
器

研
究

施
設

及
び

共
通

基
盤

研
究

施
設
（

以
下
「

研
究

施
設

」
と

い
う

。
）
の

長
、

大
強

度
陽

子
加

速
器

計
画

推
進

部
長

並
び

に
施

設
部

長
を

も
っ

て
充

て
る

。
 

２
 

統
括

管
理

者
は

、
所

管
す

る
施

設
に

お
け

る
電

気
工

作
物

の
管

理
に

係
る

保
安

の
業

務
を

統
括

す
る

。
 

 （
施

設
管

理
者

）
 

第
１

０
条

 
施

設
管

理
者

は
、
研

究
所

の
研

究
主

幹
、
研

究
施

設
の

研
究

主
幹

及
び

セ
ン

タ
ー

長
並

び
に

設
備

課
長

を
も

っ
て

充
て

る
。

 

２
 

施
設

管
理

者
は

、
所

管
す

る
施

設
に

お
け

る
電

気
工

作
物

の
管

理
に

係
る

保
安

の
業

務
を

行
う

。
な

お
、

保
安

の
業

務
は

別
に

定
め

る
。

 

 （
装

置
責

任
者

）
 

第
１

１
条

 

め
、

当
該

施
設

管
理

者
の

下
に

装
置

責
任

者
を

置
く

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 

装
置

責
任

者
は

、
当

該
統

括
管

理
者

の
申

し
出

に
基

づ
き

機
構

長
が

指
名

す
る

。
 

 （
主

任
技

術
者

と
監

理
技

術
者

と
の

調
整

）
 

第
１

２
条

 
主

任
技

術
者

及
び

監
理

技
術

者
は

、
電

気
工

作
物

に
係

る
重

要
事

項
を

処
理

し
よ

う
と

す
る

と
き

は
、

相
互

に
調

整
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 

 （
主

任
技

術
者

と
の

協
議

）
 

第
１

３
条

 
統

括
管

理
者

は
、
電

気
工

作
物

の
管

理
上

必
要

と
認

め
た

事
項

に
つ

い
て

、
主

任
技

術
者
（

実

験
研

究
用

電
気

装
置

に
あ

っ
て

は
監

理
技

術
者

。
以

下
同

じ
。
）

と
の

協
議

を
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 

（
意

見
の

尊
重

等
）

 

第
１

４
条

 
機

構
長

は
、

主
任

技
術

者
の

意
見

を
尊

重
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

施
設
管
理
者
が
所
管
す
る
施
設
の
電
気
工
作
物
の
管
理
に
係
る
保
安
の
業
務
を
補
佐
す
る
た

大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
加
速
器
研
究
機
構
電
気
保
安
規
程

 

平
成

１
６

年
４

月
１

９
日
 

規
程

第
１

０
５

号
 

 

第
１
章
 

総
則

 

（
趣
旨
）

 

第
１

条
 

こ
の

規
程

は
、

電
気

事
業

法
（

昭
和

３
９

年
法

律
第

１
７

０
号

。
以

下
「

法
」

と
い

う
。
）

第

４
２
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
加
速
器
研
究
機
構
（
以

下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
大
穂
団
地
に
お
け
る
電
気
工
作
物
の
工
事
、
維
持
及
び
運
用
（
以
下
「
管
理
」

と
い
う
。
）
に
関
す
る
保
安
を
確
保
す
る
た
め
に
定
め
る
。

 

 （
規
程
等
の
遵
守
）

 

第
２

条
 

機
構

の
電

気
工

作
物

の
管

理
に

従
事

す
る

者
（

以
下

「
従

事
者

」
と

い
う

。
）

は
、

電
気

関
係

法
令
（
以
下
「
法
令
」
と
い
う
。
）
及
び
こ
の
規
程
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

第
２
章
 

保
安
業
務
の
運
営
管
理
体
制

 

（
保
安
管
理
組
織
）

 

第
３
条
 

電
気
工
作
物
の
保
安
管
理
組
織
は
、
別
表
第
１
の
と
お
り
と
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
を
も

っ
て
組
織
す
る
。
 

 

（
１
）
機
構
長

 

（
２
）
電
気
主
任
技
術
者
（
以
下
「
主
任
技
術
者
」
と
い
う
。
）
 

（
３
）
実
験
研
究
用
電
気
装
置
監
理
技
術
者
（
以
下
「
監
理
技
術
者
」
と
い
う
。
）

 

（
４
）
統
括
管
理
者

 

（
５
）
施
設
管
理
者

 

（
６
）
実
験
研
究
用
電
気
装
置
責
任
者
（
以
下
「
装
置
責
任
者
」
と
い
う
。
）

 

 （
総
括
）

 

第
４
条
 

機
構
長
は
、
機
構
に
お
け
る
電
気
工
作
物
の
管
理
に
係
る
保
安
の
業
務
を
総
括
す
る
。

 

 （
主
任
技
術
者
の
選
任
）

 

第
５
条
 

機
構
長
は
、
資
格
を
有
す
る
従
事
者
の
う
ち
か
ら
、
主
任
技
術
者
を
選
任
す
る
。

 

２
 

機
構
長
は
、
主
任
技
術
者
が
病
気
そ
の
他
事
故
等
に
よ
り
不
在
と
な
る
場
合
に
、
そ
の
職
務
を
代
行

さ
せ
る
者
（
以
下
「
代
務
者
」
と
い
う
。
）
を
、
あ
ら
か
じ
め
指
名
し
て
お
く
も
の
と
す
る
。

 

 （
主
任
技
術
者
の
職
務
）

 

第
６
条
 

主
任
技
術
者
は
、
機
構
長
を
補
佐
し
、
電
気
工
作
物
の
管
理
に
係
る
保
安
の
監
督
の
職
務
を
誠

実
に
行
う
と
と
も
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

 

（
１
）
保
安
上
必
要
と
認
め
た
場
合
は
、
機
構
長
に
意
見
を
具
申
す
る
こ
と
。

 

（
２
）
保
安
上
必
要
と
認
め
た
場
合
は
、
統
括
管
理
者
及
び
施
設
管
理
者
に
対
し
て
説
明
を
求
め
、
保
安

の
た
め
の
指
示
を
行
う
こ
と
。

 

（
３
）
電
気
工
作
物
の
管
理
に
係
る
規
程
及
び
細
則
等
の
制
定
、
改
廃
に
参
画
す
る
こ
と
。
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（
工

事
完

了
報

告
）

 

第
２

０
条

 
施

設
管

理
者

は
、
第

１
８

条
に

規
定

す
る

工
事

が
完

了
し

た
場

合
は

、
工

事
完

了
報

告
書

を

作
成

し
、
統

括
管

理
者

に
報

告
す

る
と

と
も

に
、
関

係
の

施
設

管
理

者
に

通
知

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

２
 

前
項

の
報

告
を

受
け

た
統

括
管

理
者

は
、
第

１
８

条
第

１
項

に
規

定
す

る
工

事
に

つ
い

て
は

、
機

構

長
及

び
主

任
技

術
者

に
、
同

条
第

４
項

に
規

定
す

る
工

事
に

つ
い

て
は

、
主

任
技

術
者

に
報

告
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 

第
５

章
 

巡
視

点
検

、
自

主
検

査
及

び
法

定
自

主
検

査
 

（
巡

視
点

検
）

 

第
２

１
条

 
施

設
管

理
者

は
、
電

気
工

作
物

に
つ

い
て

、
別

表
第

２
に

定
め

る
「

巡
視

点
検

の
基

準
」
に

従
い

、
巡

視
点

検
を

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 

（
自

主
検

査
）

 

第
２

２
条

 
施

設
管

理
者

は
、
電

気
工

作
物

に
つ

い
て

、
別

表
第

２
に

定
め

る
「

定
期

自
主

検
査

の
基

準
」

に
従

い
、

別
に

定
め

る
実

施
方

法
で

自
主

検
査

を
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
 

機
構

長
は

、
保

安
上

必
要

と
認

め
た

場
合

は
、
前

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
施

設
管

理
者

に
対

し

臨
時

自
主

検
査

を
命

ず
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

３
 

施
設

管
理

者
は

、
前

２
項

の
自

主
検

査
を

実
施

し
よ

う
と

す
る

場
合

、
関

係
の

施
設

管
理

者
と

協
議

の
う

え
、

自
主

検
査

作
業

計
画

書
を

作
成

し
、

統
括

管
理

者
の

承
認

を
得

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

４
 

統
括

管
理

者
は

、
前

項
の

承
認

を
行

う
場

合
、
あ

ら
か

じ
め

主
任

技
術

者
の

同
意

を
得

な
け

れ
ば

な

ら
な

い
。

 

５
 

施
設

管
理

者
は

、
第

１
項

及
び

第
２

項
の

自
主

検
査

を
行

っ
た

場
合

、
自

主
検

査
報

告
書

を
作

成
し

、

統
括

管
理

者
に

報
告

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

６
 

前
項

の
報

告
を

受
け

た
統

括
管

理
者

は
、
機

構
長

及
び

主
任

技
術

者
に

報
告

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

 （
法

定
自

主
検

査
に

係
る

実
施

体
制

）
 

第
２

２
条

の
２

 
使

用
前

自
主

検
査

（
以

下
、「

法
定

自
主

検
査

」
と

い
う

。
）
は

、
主

任
技

術
者

の
監

督

の
も

と
法

令
に

基
づ

き
適

切
に

実
施

す
る

も
の

と
す

る
。

 

２
 

法
定

自
主

検
査

は
、
主

任
技

術
者

の
保

安
監

督
の

も
と

に
実

施
し

、
そ

の
工

事
が

工
事

計
画

に
従

っ

て
行

わ
れ

た
も

の
で

あ
る

こ
と

及
び

経
済

産
業

省
令

で
定

め
る

技
術

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

を
確

認
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 （
法

定
自

主
検

査
の

結
果

の
記

録
）

 

第
２

２
条

の
３

 
法

定
自

主
検

査
の

記
録

は
、

法
令

に
基

づ
き

次
に

掲
げ

る
事

項
を

記
載

す
る

。
 

（
１

）
検

査
年

月
日

 

（
２

）
検

査
の

対
象

 

（
３

）
検

査
の

方
法

 

（
４

）
検

査
の

結
果

 

（
５

）
検

査
を

実
施

し
た

者
の

氏
名

 

（
６

）
検

査
の

結
果

に
基

づ
い

て
補

修
等

の
措

置
を

講
じ

た
と

き
は

、
そ

の
内

容
 

（
７

）
検

査
の

実
施

に
係

る
組

織
 

（
８

）
検

査
の

実
施

に
係

る
工

程
管

理
 

２
 

統
括
管
理
者
及
び
施
設
管
理
者
は
、
主
任
技
術
者
の
指
示
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

第
３
章
 

保
安
教
育

 

（
保
安
教
育
）

 

第
１
５
条
 

機
構
長
は
、
従
事
者
（
工
事
又
は
製
造
等
の
請
負
に
係
る
従
事
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及

び
次

条
に

お
い

て
同

じ
。
）

に
対

し
、

次
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
、

年
１

回
以

上
保

安
教

育
を

実
施

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
１
）
電
気
工
作
物
の
管
理
に
係
る
保
安
に
関
す
る
事
項

 

（
２
）
電
気
工
作
物
の
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
の
措
置
に
関
す
る
事
項

 

２
 

統
括
管
理
者
は
、
新
た
に
配
属
さ
れ
た
従
事
者
に
対
し
、
速
や
か
に
保
安
教
育
を
実
施
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

 

３
 

統
括
管
理
者
は
、
前
項
の
保
安
教
育
を
実
施
し
た
と
き
は
、
機
構
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

（
保
安
訓
練
）

 

第
１
６
条
 

機
構
長
は
、
従
事
者
に
対
し
、
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
の
措
置
に
つ
い
て
、
年
１
回
以
上

保
安
訓
練
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

（
保
安
指
導
）

 

第
１
７
条
 

統
括
管
理
者
は
、
工
事
又
は
製
造
等
の
請
負
に
係
る
従
事
者
に
対
し
、
そ
の
着
工
前
に
、
機

構
の
電
気
工
作
物
の
保
安
に
係
る
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
指
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

第
４
章
 

工
事
の
計
画
及
び
実
施

 

（
工
事
の
計
画
）

 

第
１
８
条
 

施
設
管
理
者
は
、
電
気
工
作
物
の
う
ち
低
圧
電
気
工
作
物
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
新
設
、
増

設
又
は
改
造
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
関
係
の
施
設
管
理
者
と
協
議
の
う
え
、
工
事
計
画
書
を
作
成
し
、

統
括
管
理
者
の
確
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 

統
括
管
理
者
は
、
前
項
の
工
事
計
画
書
に
つ
い
て
、
機
構
長
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 

機
構
長
は
、
前
項
の
承
認
を
行
う
場
合
、
あ
ら
か
じ
め
主
任
技
術
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

 

４
 

施
設
管
理
者
は
、
第
１
項
に
規
定
す
る
電
気
工
作
物
以
外
の
電
気
工
作
物
の
う
ち
、
保
安
上
必
要
な

も
の
に
つ
い
て
は
、
関
係
の
施
設
管
理
者
と
協
議
の
う
え
、
工
事
計
画
書
を
作
成
し
、
統
括
管
理
者
の

承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

５
 

統
括
管
理
者
は
、
前
項
の
承
認
を
行
う
場
合
、
あ
ら
か
じ
め
主
任
技
術
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

 

 

（
工
事
の
実
施
）

 

第
１
９
条
 

施
設
管
理
者
は
、
前
条
に
規
定
す
る
工
事
を
実
施
す
る
場
合
は
、
関
係
の
施
設
管
理
者
と
協

議
の
う
え
、
保
安
体
制
を
含
む
工
事
施
工
計
画
書
を
作
成
し
、
統
括
管
理
者
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

 

２
 

統
括
管
理
者
は
、
前
項
の
承
認
を
行
う
場
合
、
あ
ら
か
じ
め
主
任
技
術
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
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第
２

７
条

 
機

構
長

は
、
台

風
、
洪

水
、
地

震
、
火

災
及

び
そ

の
他

災
害

に
備

え
、
電

気
工

作
物

に
関

す

る
保

安
を

確
保

す
る

た
め

、
防

災
思

想
を

従
事

者
に

徹
底

し
、
応

急
資

材
を

準
備

す
る

と
と

も
に

、
災

害
発

生
時

の
措

置
に

関
す

る
機

構
の

体
制

を
あ

ら
か

じ
め

整
備

し
、
緊

急
協

力
体

制
及

び
連

絡
体

制
を

整
備

し
て

お
く

も
の

と
す

る
。

 

２
 

電
気

工
作

物
の

非
常

事
態

の
発

生
又

は
そ

の
お

そ
れ

の
あ

る
こ

と
を

発
見

し
た

従
事

者
は

、
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

と
と

も
に

、
直

ち
に

当
該

施
設

管
理

者
に

通
報

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

３
 

前
項

の
通

報
を

受
け

た
施

設
管

理
者

は
、
非

常
事

態
の

発
生

又
は

そ
の

拡
大

を
防

止
す

る
た

め
、
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

と
と

も
に

、
直

ち
に

統
括

管
理

者
に

通
報

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

４
 

前
項

の
通

報
を

受
け

た
統

括
管

理
者

は
、
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

と
と

も
に

、
機

構
長

及
び

主
任

技

術
者

に
通

報
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

５
 

前
４

項
に

規
定

す
る

も
の

の
ほ

か
、
非

常
事

態
が

発
生

し
た

と
き

は
、
大

学
共

同
利

用
機

関
法

人
高

エ
ネ

ル
ギ

ー
加

速
器

研
究

機
構

自
衛

消
防

隊
要

領
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

 

 

第
８

章
 

記
録

及
び

事
故

報
告

 

（
記

録
及

び
保

存
）

 

第
２

８
条

 
電

気
工

作
物

の
管

理
に

関
す

る
記

録
は

、
別

表
第

３
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
記

録
し

、
保

存
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 （
事

故
報

告
）

 

第
２

９
条

 
電

気
工

作
物

に
起

因
し

て
、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
事

故
が

発
生

し
た

場
合

は
、
施

設
管

理
者

は
、
主

任
技

術
者

の
参

画
を

得
て

事
故

報
告

書
を

作
成

し
、
当

該
統

括
管

理
者

に
報

告
し

な
け

れ
ば

な

ら
な

い
。

 

（
１

）
感

電
死

傷
事

故
 

（
２

）
電

気
火

災
事

故
 

（
３

）
電

気
工

作
物

の
欠

陥
又

は
損

傷
若

し
く

は
電

気
工

作
物

を
操

作
す

る
こ

と
に

よ
り

、
人

を
死

傷
さ

せ
た

事
故

(
第

１
号

に
掲

げ
る

も
の

を
除

く
。

)
 

（
４

）
供

給
支

障
事

故
 

２
 

前
項

の
報

告
を

受
け

た
統

括
管

理
者

は
、

機
構

長
に

報
告

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

３
 

施
設

管
理

者
は

、
事

故
報

告
書

を
作

成
す

る
場

合
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
事

項
を

明
ら

か
に

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

（
１

）
事

故
発

生
の

日
時

及
び

場
所

 

（
２

）
事

故
の

状
況

及
び

事
故

に
際

し
て

と
っ

た
措

置
 

（
３

）
事

故
の

原
因

 

（
４

）
事

故
の

再
発

防
止

の
た

め
の

措
置

 

（
５

）
前

各
号

に
掲

げ
る

も
の

の
他

参
考

と
な

る
事

項
 

 

第
９

章
 

責
任

の
分

界
点

 

（
責

任
の

分
界

点
）

 

第
３

０
条

 
電

力
会

社
の

設
置

す
る

電
気

工
作

物
と

の
保

安
上

の
責

任
分

界
点

及
び

財
産

上
の

分
界

点

は
、

電
力

会
社

と
の

間
に

締
結

さ
れ

た
「

電
気

需
給

契
約

書
」

に
よ

る
。

 

２
 

受
電

端
断

路
器

及
び

受
電

遮
断

器
の

取
扱

い
に

つ
い

て
は

、
電

力
会

社
と

の
間

に
締

結
さ

れ
た
「

大

学
共

同
利

用
機

関
法

人
高

エ
ネ

ル
ギ

ー
加

速
器

研
究

機
構

変
電

所
に

関
す

る
運

用
申

合
書

」
及

び
「

こ

（
９
）
検
査
に
お
い
て
協
力
し
た
事
業
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事
業
者
の
管
理
に
関
す
る
事
項

 

（
１
０
）
検
査
記
録
の
管
理
に
関
す
る
事
項

 

（
１
１
）
検
査
に
係
る
教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項

 

２
 

法
定
自
主
検
査
の
結
果
の
記
録
は
、
前
項
（
１
）
号
か
ら
（
６
）
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

は
、
５
年
間
保
存
す
る
も
の
と
し
、
同
項
（
７
）
号

か
ら
（
１
１
）
号
ま
で
に

掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

は
、
当
該
法
定
自
主
検
査
を
行
っ
た
後
、
最
初
の
経
済
産
業
大
臣
又
は
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
も

の
が
行
っ
た
審
査
の
評
定
の
結
果
の
通
知
を
受
け
る
ま
で
の
期
間
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 

第
６
章
 

運
転

 

（
運
転
操
作
）

 

第
２
３
条
 

施
設
管
理
者
は
、
電
気
工
作
物
の
運
転
に
関
し
必
要
と
認
め
た
場
合
は
、
次
の
各
号
に
つ
い

て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

（
１
）
平
常
時
及
び
事
故
そ
の
他
異
常
時
に
お
け
る
電
気
工
作
物
の
運
転
又
は
操
作
を
要
す
る
機
器
の
操

作
順
序
、
運
転
方
法
及
び
安
全
処
置

 

（
２
）
電
気
工
作
物
の
事
故
の
修
理
又
は
使
用
の
停
止
若
し
く
は
使
用
の
制
限
等
の
応
急
措
置
並
び
に
連

絡
要
領

 

（
３
）
緊
急
時
に
連
絡
す
べ
き
事
項
、
連
絡
先
及
び
連
絡
方
法
の
掲
示

 

２
 

施
設
管
理
者
は
、
施
設
部
が
管
理
す
る
電
源
部
の
操
作
が
必
要
な
場
合
、
設
備
課
長
に
、
別
に
定
め
 

る
様
式
に
よ
り
事
前
に
依
頼
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

（
運
転
の
停
止
命
令
）

 

第
２
４
条
 

機
構
長
は
、
保
安
上
必
要
と
認
め
た
場
合
は
、
統
括
管
理
者
に
対
し
、
そ
の
所
管
す
る
電
気

工
作
物
の
運
転
停
止
又
は
使
用
制
限
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
緊
急
時
に
お
い
て
は
、
主

任
技
術
者
が
こ
れ
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
命
じ
た
場
合
は
速
や
か
に
機
構
長
に
報
告
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 

機
構
長
は
、
前
項
の
措
置
を
行
お
う
と
す
る
場
合
は
、
主
任
技
術
者
の
意
見
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

 

 

（
危
険
の
表
示
及
び
保
護
具
類
の
整
備
）

 

第
２
５
条
 

施
設
管
理
者
は
、
電
気
工
作
物
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
所
で
危
険
の
お
そ
れ
の
あ
る
所
に
は
、

注
意
を
喚
起
す
る
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 

施
設
管
理
者
は
、
電
気
工
作
物
の
管
理
に
係
る
保
安
上
必
要
な
保
護
具
類
及
び
測
定
器
具
類
を
整
備

し
、
常
に
良
好
な
状
態
に
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

第
７
章
 

非
常
事
態
の
措
置

 

（
異
常
時
の
措
置
）

 

第
２
６
条
 

電
気
工
作
物
の
保
護
装
置
の
作
動
そ
の
他
異
常
を
発
見
し
た
従
事
者
は
、
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
と
と
も
に
、
当
該
施
設
管
理
者
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 

前
項
の
通
報
を
受
け
た
施
設
管
理
者
は
、
そ
の
原
因
を
調
査
す
る
等
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
統
括
管

理
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 （
非
常
事
態
の
措
置
）

 



－ 37－

の
運

用
申

合
書

に
基

づ
く

実
施

細
目

」
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

 

 

（
需

要
設

備
の

構
内

）
 

第
３

１
条

 
需

要
設

備
の

構
内

は
、

別
図

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 

第
１

０
章

 
雑

則
 

（
細

則
等

の
設

定
）

 

第
３

２
条

 
こ

の
規

程
の

実
施

に
関

し
、

必
要

な
事

項
は

、
機

構
長

が
別

に
定

め
る

。
 

  
 

 
附

 
則

 

 
こ

の
規

程
は

、
平

成
１

６
年

４
月

１
９

日
か

ら
施

行
し

、
平

成
１

６
年

４
月

１
日

か
ら

適
用

す
る

。
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（第３条関係）電気保安組織表別表第１

主任技術者

（代務者）

電気管理係

（統括管理者） （施設管理者） 電気第一係

施設部長 設備課長 課長補佐 電気第二係

（電気担当） 電気第三係

課長補佐

（機械担当）

管理局（施設部を除く ）。

（施設管理者）

（統括管理者） 物理第一研究系研究主幹 （装置責任者）

素粒子原子核研究所長 物理第二研究系研究主幹 （装置責任者）

物理第三研究系研究主幹 （装置責任者）

物理第四研究系研究主幹 （装置責任者）

機構長 理論研究系研究主幹 （装置責任者）

（施設管理者）

（統括管理者） 放射光科学第一研究系研究主幹 （装置責任者）

物質構造科学研究所長 放射光科学第二研究系研究主幹 （装置責任者）

放射光源研究系研究主幹 （装置責任者）

中性子科学研究系研究主幹 （装置責任者）

ミュオン科学研究系研究主幹 （装置責任者）

（施設管理者）

（統括管理者） 加速器第一研究系研究主幹 （装置責任者）

加速器研究施設長 加速器第二研究系研究主幹 （装置責任者）

加速器第三研究系研究主幹 （装置責任者）

加速器第四研究系研究主幹 （装置責任者）

（施設管理者）

（統括管理者） 放射線科学センター長 （装置責任者）

共通基盤研究施設長 計算科学センター長 （装置責任者）

超伝導低温工学センター長 （装置責任者）

機械工学センター長 （装置責任者）

（統括管理者） （施設管理者）

大強度陽子加速器計画推進部長 実験企画調査部門教授 （装置責任者）

監理技術者

実線：指揮命令系統（管理系統）を示す。

点線：連絡系統を示す。
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別表第２（第 21条、第 22条関係） 

巡視点検、定期自主検査の基準 

巡  視  点  検 定    期    自    主    検    査

日常巡視点検手入れ 定 期 点 検 手 入 れ 精 密 点 検 手 入 れ 測      定

項 目

対 象 周 期 点検箇所のねらい 周 期 点検箇所のねらい 周 期 点検箇所のねらい 周 期 測 定 項 目

ＧＩＳ

 （ＤＳ

  ＧＣＢ

  ＥＳ

  ＬＡ

  母線等）

１週間

１週間

１週間

外観点検

 汚損、亀裂、過

熱、発錆、損傷

の有無

指示、点灯の状態

ＳＦ６ガス圧力及

び圧縮空気圧力の

状態

１ 年

１ 年

１ 年

外観点検

 ＧＩＳ構成機器

 の接続部の状態

接地線接続部の状

態

操作機構部箱の内

部点検

６ 年

１２年

遮断器操作機構の

簡易開放点検

分解開放点検

 各部の損傷、腐

食、過熱、変形、

ゆるみ等の有無

１ 年

６ 年

絶縁抵抗測定

接地抵抗測定

アレスタ漏れ電流

測定

コロナ測定（東芝

製）

ＳＦ６ガス分析

（日立、三菱製）

遮断器の遮断速度

測定

 開極、投入時間

最小動作電圧測

定

特

別

高

圧

受

電

設

備

特別高圧変圧器 １週間 外観点検

 汚損、漏油、振

動、音響、温度、

油面、呼吸器の

状態

１ 年

１ 年

外観点検

 ＧＩＳとの接続

部等の点検

油量の点検

負荷時タップ切替

６ 年

６ 年

負荷時タップ切替

器の開放分解点検

及び絶縁油取替

機械的保護継電器

及び温度計、圧力

１ 年

３ 年

６ 年

絶縁抵抗測定

負荷時タップ切替

器の絶縁油耐圧、

分析

本体絶縁油耐圧試

１ 年

１ 年

１ 年

器の電動操作機構

部の点検

活線浄油器点検

同上フィルター取

替（ただし 66KV
変圧器のフィルタ

ーは６年毎）

接地線の接続状態

必要に

応じて

計の点検、調整

本体内部点検

 コイル、鉄芯、

リード線接続部

の状態

験及び分析

遮断器

（屋外開放型）

１週間

１週間

外観点検

 刃と受の接触過

熱、変色、ゆる

みの具合、汚損、

異物の付着

圧縮空気圧力の状

態

１ 年

１ 年

１ 年

外観点検

 刃と受の接触過

熱、面荒、ゆる

みの具合

接触しゅう動部の

調整

接地線の接続状態

２ 年 分解点検

 操作機構部及び

エア吹き付け部

点検

１ 年 絶縁抵抗測定

遮断器

（屋外ＧＣＢ）

１週間

１週間

１週間

外観点検

 汚損、亀裂、過

熱、発錆、損傷

の有無

指示、点灯の状態

ＳＦ６ガス圧力及

び圧縮空気圧力の

状態

１ 年

１ 年

１ 年

外観点検

 各部の汚損、亀

裂、過熱、損傷

の有無

操作機構部の点検

接地線の接続状態

６ 年

１２年

操作機構の簡易

 開放点検

分解開放点検

１ 年

６ 年

絶縁抵抗測定

遮断速度等測定

 開極、投入時間

最小動作電圧
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遮断器

（屋外ＡＢＢ）

１週間

１週間

１週間

外観点検

 汚損、亀裂、過

熱、発錆、損傷

の有無

指示、点灯の状態

圧縮空気の圧力状

態

１ 年

１ 年

１ 年

外観点検

 各部の汚損、亀

裂、過熱、損傷

の有無

操作機構部の点検

接地線の接続状態

３ 年 分解開放点検

（簡易分解点検と

細密分解点検と

の交互実施）

１ 年

６ 年

絶縁抵抗測定

遮断速度等測定

 開極、投入時間

最小動作電圧

母線及び架空地

線

（屋外開放型）

１週間 外観点検

 母線の高さ、た

るみ、異物の付

着等の有無

１ 年

１ 年

１ 年

母線の高さ、たる

み、他物との離隔

距離、腐食、損傷、

過熱の有無

接続部分、クラン

プ類の腐食、損傷、

過熱、ゆるみの有

無

碍子類及び支持物

の腐食、損傷、変

形、ゆるみの有無

１ 年 絶縁抵抗測定

計器用変成器

（屋外開放型）

１週間 外観点検

 汚損、亀裂、過

熱、発錆、損傷、

異音の有無

１ 年

１ 年

外観点検

 各部の汚損、亀

裂、過熱、損傷、

ゆるみの有無

接地線の接続状態

１ 年 絶縁抵抗測定

避雷器

（屋外開放型）

１週間 外観点検

 汚損、亀裂、損

傷、異音の有無

１ 年

１ 年

外観点検

 各部の汚損、亀

裂、損傷、ゆる

みの有無

接地線の接続状態

１ 年

１ 年

絶縁抵抗測定

接地抵抗測定

高圧配電盤及び

継電器盤

１ヶ月

１ヶ月

指示計器の表示状

態

遮断器等の指示、

点灯の状態

１ 年

１ 年

盤内点検

 裏面配線のじん

あい、汚損、損

傷、ゆるみ、過

熱、断線の有無

接地線接続状態

１ 年 絶縁抵抗測定

接地抵抗測定

保護継電器の

 動作特性測定

シーケンス試験

高圧真空遮断器

（高 圧盤に内

蔵）

１ヶ月 高圧盤扉を開けて

目視点検

１ 年 外観点検

 各部の汚損、亀

裂、損傷、ゆる

みの有無

３ 年 駆動装置点検 １ 年

３ 年

６ 年

絶縁抵抗測定

ギャップ測定

真空度測定

遮断速度等測定

 開極、投入時間

最小動作電圧

高圧磁気遮断器

（高 圧盤に内

蔵）

１ヶ月 高圧盤扉を開けて

目視点検

１ 年 外観点検

 各部の汚損、亀

裂、損傷、ゆる

みの有無

３ 年 分解点検

（簡易分解点検と

細密分解点検と

の交互実施）

１ 年

６ 年

絶縁抵抗測定

遮断速度等測定

 開極、投入時間

最小動作電圧

高圧小油量遮断

器

１ヶ月 高圧盤扉を開けて

目視点検

１ 年 外観点検

 各部の汚損、亀

３ 年 分解点検

（簡易分解点検と

１ 年

６ 年

絶縁抵抗測定

遮断速度等測定
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（高圧盤に内

蔵）

裂、損傷、ゆる

みの有無

３ 年

細密分解点検と

の交互実施）

絶縁油取替

 開極、投入時間

最小動作電圧

高圧真空コンタ

クタ

（高圧盤に内

蔵）

１ヶ月 高圧盤扉を開けて

目視点検

１ 年 外観点検

 各部の汚損、亀

裂、損傷、ゆる

みの有無

３ 年 駆動装置点検 １ 年

３ 年

６ 年

絶縁抵抗測定

ギャップ測定

真空度測定

遮断速度等測定

 開極、投入時間

最小動作電圧

電力用コンデン

サ

１ヶ月 外観点検

 汚損、亀裂、過

熱、異音、振動、

漏油の有無

１ 年

１ 年

外観点検

 各部の汚損、亀

裂、損傷、ゆる

みの有無

接地線の接続状態

１ 年 絶縁抵抗測定

蓄電池及び充電

器

１ヶ月

１ヶ月

外観点検

 液面、汚損、亀

裂、過熱、異臭、

振動、漏液の有

無

充電器の動作状況

１ 年

１ 年

外観点検

 沈殿物、極板色

相、極板湾曲、

隔離板、端子等

の異常の有無

充電器の内部点検

１ヶ月

３ヶ月

必要に

応じて

パイロットセルの

液面電圧、温度測

定

全電池の液面、電

圧測定

容量試験

圧縮空気発生装

置

１週間 外観点検

 音響、振動、過

１ 年

１ 年

普通分解点検

潤滑油取替

３ 年 細密分解点検

熱、異臭の有無

油面、空気圧、

運転時間の状態

ドレンの排水

碍子洗浄装置 １ヶ月

１ヶ月

外観点検

 汚損、亀裂、発

錆の有無

タンク水量の確

認

制御盤の外観点検

１週間 洗浄水の抵抗測定

断路器

遮断器

開閉器類

１ヶ月 特別高圧受電設備

の屋外機器に準じ

る

１ 年 外観点検

 各部の汚損、亀

裂、損傷、ゆる

みの有無

３ 年

３ 年

３ 年

少油量遮断器及び

磁気遮断器の分解

点検

（簡易と細密との

交互実施）

少油量遮断器の絶

縁油取替

真空遮断器の駆動

装置点検

１ 年

３ 年

必要に

応じて

絶縁抵抗測定

接地抵抗測定

シーケンス試験

保護継電器の動作

特性測定

真空遮断器のギャ

ップ測定

遮断器の遮断特性

測定

配

電

設

備

配電用変圧器 １ヶ月 特別高圧受電設備

の変圧器に準じる

１ 年 外観点検

 各部の汚損、亀

裂、損傷、ゆる

みの有無

必要に

応じて

絶縁油取替 １ 年

必要に

応じて

絶縁抵抗測定

絶縁油耐圧試験
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電動機その他回

転機

１ 日

１ヶ月

運転者が音響、回

転過熱、異臭、吸

油状況などについ

て注意する

整流子、ブラシ、

スリップリングの

点検

３ヶ月

１ 年

１ 年

音響、振動、温度

各部の汚損、ゆる

み、損傷伝達装置

の異常など外部点

検を行う

制御装置点検

接地線接続部点検

３ 年

３ 年

温度上昇等により

内部分解、点検、

コイル、軸受通風

付属装置などの手

入れ

温度上昇その他事

項を考慮し、回転

小引出掃除

１ 年

１ 年

絶縁抵抗測定

接地抵抗測定

電熱乾燥装置 １ 日

１ヶ月

運転者が温度、変

形、損傷などにつ

いて注意する

接続部変色過熱、

熱線の腐食、取付

点検

１ 年 各部の変形、損傷、

ゆるみ、可熱物と

の隔離状況

１ 年 絶縁抵抗測定

照明設備 １ 日 使用者が異音、不

点、汚損などにつ

いて注意する

１ 年 照明効果、汚損、

損傷、音響、温度、

コンパウンド漏れ

１ 年 絶縁抵抗測定

負

荷

設

備

配線 １ヶ月 使用者が開閉器の

点検

 湿気、じんあい

等の注意

１ 年 開閉器、器具の接

続

１ 年 絶縁抵抗測定

特別高圧ケーブ

ル

１ヶ月 外観点検

 ピット、共同構

１ 年 マンホール内点検

水位警報電極点検

４ 年 管路口防水装置分

解点検清掃

１ 年 絶縁抵抗測定

ケーブル劣化試験

１ヶ月

内

布設状況点検

直接埋設ケーブル

布設地上面点検

２ 年

排水ポンプ動作確

認

マンホール内清掃電

線

路

高圧ケーブル ６ヶ月

１ヶ月

外観点検

 ピット、共同構

内

布設状況点検

直接埋設ケーブル

布設地上面点検

１ 年 マンホール内点検 ３ 年 絶縁抵抗測定

ケーブル劣化試験

原動機 １週間

１週間

１週間

６ヶ月

外観点検

燃料系統からの

漏油の有無

始動用圧縮空気装

置の点検

機関の始動、停止

冷却水取替

１ 年 外観点検

各部の汚損、亀

裂、損傷の有無

２ 年

８ 年

４ 年

８ 年

簡易分解点検

細密分解点検

潤滑油取替

冷却系統酸洗い

冷却系統分解点検

清掃

１ 年 負荷試験非

常

用

予

備

発

電

設

備

発電機 １週間 外観点検 ２ 年

６ 年

分解点検

巻線絶縁強化処理

１ 年 絶縁抵抗測定

（第 条関係）記録等の保存別表第３ 28

対 象 項 目 記録者 保管者 期 間

主任技術者が第６条に基づいて行った指示に関する書類 主任技術者

設備課長 ３ 年

監理技術者が第８条に基づいて行った指示に関する書類 監理技術者

第１５条に基づく保安教育に関する書類 ３ 年

設備の存続
第１８条第１項に基づく工事の設計に関する書類

期 間

第１８条第４項に基づく工事の設計に関する書類

３ 年

第１９条に基づく工事の監理、監督で必要な事項に関す
る書類

第２０条に基づく工事完了時の図面 統括管理者 施設管理者
設備の存続

期 間
第２０条に基づく試験成績書

第２１条に基づく巡視点検に関する書類 ３ 年

設備の存続
第２２条に基づく自主検査に関する書類

期 間

第２２条の２に基づく法定自主検査に関する書類 ５ 年

第２３条に基づく運転に関する書類 ３ 年

第２４条に基づく運転停止等の命令に関する書類 主任技術者 設備課長 ３ 年

第２９条に基づく事故報告に関する書類 統括管理者 施設管理者 永 久
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（第 条関係）記録等の保存別表第３ 28

対 象 項 目 記録者 保管者 期 間

主任技術者が第６条に基づいて行った指示に関する書類 主任技術者

設備課長 ３ 年

監理技術者が第８条に基づいて行った指示に関する書類 監理技術者

第１５条に基づく保安教育に関する書類 ３ 年

設備の存続
第１８条第１項に基づく工事の設計に関する書類

期 間

第１８条第４項に基づく工事の設計に関する書類

３ 年

第１９条に基づく工事の監理、監督で必要な事項に関す
る書類

第２０条に基づく工事完了時の図面 統括管理者 施設管理者
設備の存続

期 間
第２０条に基づく試験成績書

第２１条に基づく巡視点検に関する書類 ３ 年

設備の存続
第２２条に基づく自主検査に関する書類

期 間

第２２条の２に基づく法定自主検査に関する書類 ５ 年

第２３条に基づく運転に関する書類 ３ 年

第２４条に基づく運転停止等の命令に関する書類 主任技術者 設備課長 ３ 年

第２９条に基づく事故報告に関する書類 統括管理者 施設管理者 永 久



－ 44－

５０

４９

食堂

インフォメーションセンター

４８

４５

４４

４７

４６

職員会館

２号棟
１号棟

研究本館

３号棟

放射性試料測定棟

計算機棟

管理棟

低温棟

工作棟 ３１

３０

３３

３２

２９

２６

２５

２８

２７

３４

４１

４０

４３

４２

３９

３６

３５

３８

３７

アッセンブリホール

ＰＦ入射器コントロール棟

ＰＦ入射器棟

ＰＦ光源棟

陽電子入射器棟

日光実験棟

筑波実験棟

ＴＲコントロール棟

富士実験棟

大穂実験棟

ＰＦ研究棟

ＡＲ放射光北西実験棟

構造生物実験準備棟

別図　　需要設備（第３１条関係）

ニュートリノ実験施設

陽子リニアック棟

ＰＦ実験準備棟

ＰＦ電源棟

国際交流センター

４号館東カウンターホール

体育館

主リング室

機械棟

外国人研究員宿泊施設

放射線管理棟

超伝導・低温・真空実験棟

共同利用研究員宿泊施設

化学実験棟

ブースター室

ＡＲ実験準備棟（北、南）

入射蓄積リング

ＡＲ放射光実験棟

ＡＲ実験棟（東、西）

北カウンターホール

ＰＳ入射器棟

ＰＳコントロール棟

ブースター利用実験棟

編極陽子入射器棟

29

33

30

31

30

41

43

31

36

18

28

13

22

ＰＳ変電所

27

38
16 15

38

12
14

8

45

21

26

11

39

25

ﾌｫﾄﾝ変電所

ＡＲ変電所

大穂変電所

42

44

中央変電所（１５４ＫＶ）

37
34

受電点

日光変電所

24

１２

１１

１４

１３

１０

７

６

９

８

１５

２２

２１

２４

２３

２０

１７

１６

１９

１８

7

6

19

4
9

35

23

10

20

17

３

２

５

４

１

3

5

1

2

県道（長高野筑波線）

市道（上沢作谷線）

Ｎ

正門

国
道
４
０
８
号
線
（
東
大
通
り
）

池

ＰＳ実験施設

48

50

49

放射光実験施設

46

47

ＫＥＫＢ実験施設

大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構電気保安規程実施細則 

 

平成 16 年４月１９日  

細 則 第 1 2 号  

 

 

（目的） 

（実験研究用電気装置） 

 （施設管理者の業務） 

第３条 規程第 10 条第 2項に定める保安の業務とは、次の各号に掲げるものをいう。 

（1）電気工作物に関する工事等の計画及び実施について監督すること。 

（2）実験盤の保安を確保するため、実験盤取扱責任者を選任すること。 

（3）実験研究用電気装置の安全な運用を確保するため、使用者に対し保守管理、維持に努め

  るよう監督すること。  

（4）電気工作物に関して、保安上支障があると認められる場合は、実験盤取扱責任者及び使 

用者に対し、当該電気工作物を修理、改造又は移設すべきことを勧告し、必要と認められ 

る場合は、その使用を一時停止若しくは制限するなどの措置を講じること。 

（5）工事等の理由により停電を行おうとする時は、その実験盤取扱責任者及び使用者に対し、 

関連機器の操作に支障のないことを確認させること。 

（6） 電気工作物を新設、増設又は改造した場合には、主任技術者若しくは監理技術者の検査

を受けること。 

（7）その他業務の遂行に必要な事項に関し、主任技術者及び監理技術者と連絡調整すること。 

 （工事施工計画書） 

第４条 規程第 19 条第 1項に定める工事施工計画書は、別紙様式1とする。 

第１条 この細則は、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構電気保安規程（平成16

  年規程第105号。以下「規程」という。）の実施に関し、必要な事項を定める。 

第２条 規程第８条に定める実験研究用電気装置とは、次の各号の一に該当するものをいう。な

  お、当該装置の安全を確保するために電気装置責任者連絡会を設置し、その庶務は施設部設備

 課において処理する。

  (1) 素粒子原子核研究所、物質構造科学研究所、加速器研究施設、共通基盤研究施設及び大

   強度陽子加速器計画推進部に属する電気工作物のうち、施設部が設置したもの以外の電気

   工作物 

  (2) 配電盤、分電盤、実験盤、コンセントその他の電路に接続して使用する電気工作物（管

   理局の所管に係るものを除く。）  
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大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構電気保安規程実施細則 

 

平成 16 年４月１９日  

細 則 第 1 2 号  

 

 

（目的） 

（実験研究用電気装置） 

 （施設管理者の業務） 

第３条 規程第 10 条第 2項に定める保安の業務とは、次の各号に掲げるものをいう。 

（1）電気工作物に関する工事等の計画及び実施について監督すること。 

（2）実験盤の保安を確保するため、実験盤取扱責任者を選任すること。 

（3）実験研究用電気装置の安全な運用を確保するため、使用者に対し保守管理、維持に努め

  るよう監督すること。  

（4）電気工作物に関して、保安上支障があると認められる場合は、実験盤取扱責任者及び使 

用者に対し、当該電気工作物を修理、改造又は移設すべきことを勧告し、必要と認められ 

る場合は、その使用を一時停止若しくは制限するなどの措置を講じること。 

（5）工事等の理由により停電を行おうとする時は、その実験盤取扱責任者及び使用者に対し、 

関連機器の操作に支障のないことを確認させること。 

（6） 電気工作物を新設、増設又は改造した場合には、主任技術者若しくは監理技術者の検査

を受けること。 

（7）その他業務の遂行に必要な事項に関し、主任技術者及び監理技術者と連絡調整すること。 

 （工事施工計画書） 

第４条 規程第 19 条第 1項に定める工事施工計画書は、別紙様式1とする。 

第１条 この細則は、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構電気保安規程（平成16

  年規程第105号。以下「規程」という。）の実施に関し、必要な事項を定める。 

第２条 規程第８条に定める実験研究用電気装置とは、次の各号の一に該当するものをいう。な

  お、当該装置の安全を確保するために電気装置責任者連絡会を設置し、その庶務は施設部設備

 課において処理する。

  (1) 素粒子原子核研究所、物質構造科学研究所、加速器研究施設、共通基盤研究施設及び大

   強度陽子加速器計画推進部に属する電気工作物のうち、施設部が設置したもの以外の電気

   工作物 

  (2) 配電盤、分電盤、実験盤、コンセントその他の電路に接続して使用する電気工作物（管

   理局の所管に係るものを除く。）  
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 （工事完了報告書） 

第５条 規程第 20 条第 1項に定める工事完了報告書は、別紙様式 2 とする。 

 

 （自主検査） 

第６条 規程第 22 条第１項に定める自主検査の実施方法は、次のとおりとする。 

（1）特別高圧受電設備、配電設備、電線路及び非常用予備発電設備の自主検査にあたっては、 

あらかじめ年次計画を作成し、それに基づいて実施すること。 

（2）負荷設備(照明設備及び配線を除く。)の自主検査にあたっては、1.5ＫＷ未満の機器及び 

実験盤以降の二次配線については、目視点検により行うこととし、その結果、異常及び絶 

縁劣化など保安上支障があると認められた機器については、点検・修理し、絶縁抵抗測定 

を実施するものとする。 

（3）負荷設備(照明設備及び配線(一次側のうち、管理局の所管に係るもの))の自主検査にあ 

たっては、絶縁抵抗測定を実施するものとする。 

 

 （自主検査作業計画書） 

第７条 規程第 22 条第 3項に定める自主検査作業計画書は、別紙様式 3とする。 

 

 （自主検査報告書） 

第８条 規程第 22 条第 5項に定める自主検査報告書は、別紙様式 4 とする。 

 

 （電気設備操作依頼書） 

第９条 規程第 23 条第 2項でいう別に定める様式は、別紙様式 5 とする。 

 

 （運転停止（使用制限）報告書） 

第１０条 規程第 24 条第 1 項ただし書きに基づき、主任技術者が電気工作物の運転停止又は使用

制限を命じた場合の機構長への報告は、別紙様式 6により行うものとする。 

 

 （電気工作物異常（非常事態）発生報告書） 

第１１条 規程第 26 条第 1 項又は第 27 条第 2 項に基づき施設管理者に通報する場合には、別紙

様式 7 により行うものとする。 

 （電気工作物関連事故報告書） 

第１２条 規程第 29 条第 1 項に定める事故報告書は、別紙様式 8 とする。 

   附 則 

この細則は、平成 16 年 4 月 19 日から施行する。 

   

 

別紙様式１（第４条関係） 

 

平成  年  月  日 

 

工事施工計画書 

  

 

統括管理者 

          殿 

 

 

施設管理者 

所属 

氏名          印 

 

 

 工事件名 

 

 

 工事期間 

 

 

 

 工事目的 

 

 

 

 工事概要 

 

（注記）１．工事計画図面を添付する。 
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別紙様式１（第４条関係） 

 

平成  年  月  日 

 

工事施工計画書 

  

 

統括管理者 

          殿 

 

 

施設管理者 

所属 

氏名          印 

 

 

 工事件名 

 

 

 工事期間 

 

 

 

 工事目的 

 

 

 

 工事概要 

 

（注記）１．工事計画図面を添付する。 
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別紙様式２（第５条関係） 

 

平成  年  月  日 

 

工事完了報告書 

  

 

統括管理者 

          殿 

 

 

施設管理者 

所属 

氏名          印 

 

 

 工事件名 

 

 

 工事期間 

 

 

 

 工事業者 

 

 

 

 工  事 

 検査結果 

 

（注記）１．工事竣工図面を添付する。 

別紙様式３（第７条関係） 

 

平成  年  月  日 

 

自主検査作業計画書 

  

 

統括管理者 

          殿 

 

 

施設管理者 

所属 

氏名          印 

 

 

 件  名 

 

 

 自主検査 

 対象設備 

 

 

 

 期  間 

 

 

 

 自主検査 

 内  容 
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別紙様式２（第５条関係） 

 

平成  年  月  日 

 

工事完了報告書 

  

 

統括管理者 

          殿 

 

 

施設管理者 

所属 

氏名          印 

 

 

 工事件名 

 

 

 工事期間 

 

 

 

 工事業者 

 

 

 

 工  事 

 検査結果 

 

（注記）１．工事竣工図面を添付する。 

別紙様式３（第７条関係） 

 

平成  年  月  日 

 

自主検査作業計画書 

  

 

統括管理者 

          殿 

 

 

施設管理者 

所属 

氏名          印 

 

 

 件  名 

 

 

 自主検査 

 対象設備 

 

 

 

 期  間 

 

 

 

 自主検査 

 内  容 
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別紙様式４（第８条関係） 

平成  年  月  日 

 

自主検査報告書 

  

 

統括管理者 

          殿 

 

 

施設管理者 

所属 

氏名          印 

 

 

 件  名 

 

 

 自主検査 

 対象設備 

 

 

 

 期  間 

 

 

 

 自主検査 

 結  果 

 

 

 

別紙様式５（第９条関係）

電気設備操作依頼書 

受付番号  

受付日  

 

 

施設部設備課長 殿 

受 付 者  

 

１． 依頼者記入

提出日  年  月  日 

装 置 

責任者 

 

 所 属  連絡先 (内) (PHS)   

①依 頼 者 
(代理者) 所 属  連絡先 (内) (PHS) 

②操作日時 停止    年  月  日  時  分 復帰   年  月  日  時  分 

 ③停電場所（棟、

験機器名等） 

(作業内容) 

 

 

④操作理由 

(作業業者名) (電話) (連絡責任者) 

 

２．設備課記入 

確認日  年  月  日 

設備

 

課長

 課長

補佐

 電 気

 

管理係 

 

予 定   年  月  日  時  分   年  月  日  時  分 

停止操作
実 施   年  月  日  時  分   年 月 日 時 分 

予 定   年  月  日  時  分   年 月 日 時 分 

 

  

⑤操作日時 

復帰操作
実 施   年  月  日  時  分   年 月 日 時 分 

⑥操作場所     

⑦操作ﾌｨｰﾀﾞｰ

及び 

回路名 

  

⑧指示事項 

依 頼 者 側   

 

⑨立会者名 

設 備 課 側   

実験盤及び実



－ 51－

別紙様式４（第８条関係） 

平成  年  月  日 

 

自主検査報告書 

  

 

統括管理者 

          殿 

 

 

施設管理者 

所属 

氏名          印 

 

 

 件  名 

 

 

 自主検査 

 対象設備 

 

 

 

 期  間 

 

 

 

 自主検査 

 結  果 

 

 

 

別紙様式５（第９条関係）

電気設備操作依頼書 

受付番号  

受付日  

 

 

施設部設備課長 殿 

受 付 者  

 

１． 依頼者記入

提出日  年  月  日 

装 置 

責任者 

 

 所 属  連絡先 (内) (PHS)   

①依 頼 者 
(代理者) 所 属  連絡先 (内) (PHS) 

②操作日時 停止    年  月  日  時  分 復帰   年  月  日  時  分 

 ③停電場所（棟、

験機器名等） 

(作業内容) 

 

 

④操作理由 

(作業業者名) (電話) (連絡責任者) 

 

２．設備課記入 

確認日  年  月  日 

設備

 

課長

 課長

補佐

 電 気

 

管理係 

 

予 定   年  月  日  時  分   年  月  日  時  分 

停止操作
実 施   年  月  日  時  分   年 月 日 時 分 

予 定   年  月  日  時  分   年 月 日 時 分 

 

  

⑤操作日時 

復帰操作
実 施   年  月  日  時  分   年 月 日 時 分 

⑥操作場所     

⑦操作ﾌｨｰﾀﾞｰ

及び 

回路名 

  

⑧指示事項 

依 頼 者 側   

 

⑨立会者名 

設 備 課 側   

実験盤及び実
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別紙様式６（第１０条関係） 

平成  年  月  日 

 

運転停止（使用制限）報告書 

  

 

機構長 

          殿 

 

 

電気主任技術者 

氏名          印 

高エネルギー加速器研究機構の電気工作物の一部を、下記の理由により運転停止 

（使用制限）の措置をとりましたので報告します。 

 

 運転停止 

 （制限） 

 装  置 

 

 

 期  間 

 

 

 

 連絡者 

 

 

 

 運転停止 

 （制限） 

理  由 

 

 

別紙様式７（第１１条関係） 

平成  年  月  日 

 

電気工作物異常（非常事態）発生報告書 

  

 

施設管理者 

          殿 

 

 

実験研究用電気装置責任者 

所属 

氏名          印 

 

 

 異  常 

 発生設備 

 

 

 発生日時 

 

 

 

 内  容 

 

 

 

 他の設備 

 への波及 

 

 

原  因 

 

 

措  置 
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別紙様式６（第１０条関係） 

平成  年  月  日 

 

運転停止（使用制限）報告書 

  

 

機構長 

          殿 

 

 

電気主任技術者 

氏名          印 

高エネルギー加速器研究機構の電気工作物の一部を、下記の理由により運転停止 

（使用制限）の措置をとりましたので報告します。 

 

 運転停止 

 （制限） 

 装  置 

 

 

 期  間 

 

 

 

 連絡者 

 

 

 

 運転停止 

 （制限） 

理  由 

 

 

別紙様式７（第１１条関係） 

平成  年  月  日 

 

電気工作物異常（非常事態）発生報告書 

  

 

施設管理者 

          殿 

 

 

実験研究用電気装置責任者 

所属 

氏名          印 

 

 

 異  常 

 発生設備 

 

 

 発生日時 

 

 

 

 内  容 

 

 

 

 他の設備 

 への波及 

 

 

原  因 

 

 

措  置 
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付
表

１

実
験

盤
安

全
点

検
要

領

（
１

）
取

扱
責

任
者

の
表

示
は

さ
れ

て
い

る
か

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
２

）
扉

の
開

閉
は

で
き

る
状

態
か

。
 

 

（
３

）
ブ

レ
－

カ
の

ハ
ン

ド
ル

を
テ

－
プ

等
で

固
定

し
て

い
な

い
か

。
 

 
 

（
４

）
ブ

レ
－

カ
容

量
に

適
合

し
た

ケ
－

ブ
ル

を
使

用
し

て
い

る
か

。
 

（
５

）
圧

着
端

子
等

を
使

用
し

て
接

続
し

て
い

る
か

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
６

）
充

電
部

が
露

出
さ

れ
た

危
険

な
部

分
は

な
い

か
。

 

（
７

）
ケ

－
ブ

ル
引

き
出

し
部

の
支

持
（

捕
縛

）
は

さ
れ

て
い

る
か

。
 

 
 

（
８

）
ケ

ー
ブ

ル
の

行
先

は
表

示
さ

れ
て

い
る

か
。

（
９

）
実

験
端

子
の

締
め

付
け

は
十

分
か

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
１

０
）

接
地

線
は

接
地

端
子

に
接

続
さ

れ
て

い
る

か
。

電
気

安
全

点
検

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト

点
検

日
 

 
平

成
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

（
 

 
曜

日
）

 
 

 
 

 
 

点
検

者
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
棟

名
称

 

実
験

盤
実

験
機

器

室
名

盤
名

称
責

任
者

の

表
示

ブ
レ

ー

カ
の

状
態

等

接
続

ケ

ー
ブ

ル

の
適

正

接
地

の

状
態

等
そ

の
他

ケ
ー

ブ

ル
の

支
持

法

配
線

の

状
態

等

タ
コ

足

配
線

の

状
態

等

耐
震

安
全

性
そ

の
他

別紙様式８（第１２条関係）

平成  年  月  日 

 

電気工作物関連事故報告書 

  

 

統括管理者 

          殿 

 

 

                        施設管理者 

                           所属 

                           氏名          印 

 

 事  故 

 発生場所 

 

 

 発生日時 

 

 

 事故状況 

 

 他の設備 

 への波及 

 

 

 

 事故原因 

 

 

 復旧措置 

 

 

 事故防止 

 対  策 
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付
表

１

実
験

盤
安

全
点

検
要

領

（
１

）
取

扱
責

任
者

の
表

示
は

さ
れ

て
い

る
か

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
２

）
扉

の
開

閉
は

で
き

る
状

態
か

。
 

 

（
３

）
ブ

レ
－

カ
の

ハ
ン

ド
ル

を
テ

－
プ

等
で

固
定

し
て

い
な

い
か

。
 

 
 

（
４

）
ブ

レ
－

カ
容

量
に

適
合

し
た

ケ
－

ブ
ル

を
使

用
し

て
い

る
か

。
 

（
５

）
圧

着
端

子
等

を
使

用
し

て
接

続
し

て
い

る
か

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
６

）
充

電
部

が
露

出
さ

れ
た

危
険

な
部

分
は

な
い

か
。

 

（
７

）
ケ

－
ブ

ル
引

き
出

し
部

の
支

持
（

捕
縛

）
は

さ
れ

て
い

る
か

。
 

 
 

（
８

）
ケ

ー
ブ

ル
の

行
先

は
表

示
さ

れ
て

い
る

か
。

（
９

）
実

験
端

子
の

締
め

付
け

は
十

分
か

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
１

０
）

接
地

線
は

接
地

端
子

に
接

続
さ

れ
て

い
る

か
。

電
気

安
全

点
検

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト

点
検

日
 

 
平

成
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

（
 

 
曜

日
）

 
 

 
 

 
 

点
検

者
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
棟

名
称

 

実
験

盤
実

験
機

器

室
名

盤
名

称
責

任
者

の

表
示

ブ
レ

ー

カ
の

状
態

等

接
続

ケ

ー
ブ

ル

の
適

正

接
地

の

状
態

等
そ

の
他

ケ
ー

ブ

ル
の

支
持

法

配
線

の

状
態

等

タ
コ

足

配
線

の

状
態

等

耐
震

安
全

性
そ

の
他



－ 56－

付
表

２

回
路

室
電

子
部

品
倉

庫
常

備
ケ

ー
ブ

ル
の

許
容

電
流

コ
ー

ド

記
号

名
 

 
称

種
類

許
容

電
流

（
Ａ

）

適
用

配
線

用
遮

断
器

ト
リ

ッ
プ

容
量

備
 

 
考

W
01
1

A
C

コ
ー

ド
Ｖ

Ｆ
Ｆ

－
１

．
２

５
ｍ

ｍ
２

１
２

コ
ン

セ
ン

ト
プ

ラ
グ

使
用

配
線

用
遮

断
器

に
直

に
接

続

は
で

き
ま

せ
ん

。

W
01
2

A
C

コ
ー

ド
Ｖ

Ｆ
Ｆ

－
２

．
０

ｍ
ｍ

２
１

７
コ

ン
セ

ン
ト

プ
ラ

グ
使

用
配

線
用

遮
断

器
に

直
に

接
続

は
で

き
ま

せ
ん

。

W
01
3

A
C

コ
ー

ド
Ｖ

Ｃ
Ｔ

Ｆ
Ｋ

 
２

×
２

ｍ
ｍ

２
１

７
コ

ン
セ

ン
ト

プ
ラ

グ
使

用
配

線
用

遮
断

器
に

直
に

接
続

は
で

き
ま

せ
ん

。

W
01
4

A
C

コ
ー

ド
Ｖ

Ｃ
Ｔ

Ｆ
Ｋ

 
３

×
２

ｍ
ｍ

２
１

７
コ

ン
セ

ン
ト

プ
ラ

グ
使

用
配

線
用

遮
断

器
に

直
に

接
続

は
で

き
ま

せ
ん

。

W
02
0

C
V

電
力

ケ
ー

ブ
ル

２
芯

２
ｍ

ｍ
２

２
８

２
０

Ａ
１

φ
で

使
用

し
た

場
合

W
02
1

C
V

電
力

ケ
ー

ブ
ル

２
芯

５
．

５
ｍ

ｍ
２

５
２

２
０

Ａ
，

３
０

Ａ
，

４
０

Ａ
，

５
０

Ａ
１

φ
で

使
用

し
た

場
合

W
02
2

C
V

電
力

ケ
ー

ブ
ル

３
芯

２
ｍ

ｍ
２

２
３

２
０

Ａ
３

φ
で

使
用

し
た

場
合

W
02
3

C
V

電
力

ケ
ー

ブ
ル

３
芯

５
．

５
ｍ

ｍ
２

４
４

２
０

Ａ
，

３
０

Ａ
，

４
０

Ａ
３

φ
で

使
用

し
た

場
合

W
06
3

C
V

電
力

ケ
ー

ブ
ル

３
芯

８
ｍ

ｍ
２

５
４

２
０

Ａ
，

３
０

Ａ
、

４
０

Ａ
，

５
０

Ａ
３

φ
で

使
用

し
た

場
合
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